
さいたま市ＰＦＩ検討委員会設置要綱 

 

 （設置目的） 

第１条 さいたま市の公共施設等整備において、積極的にＰＦＩ手法等の導入を図る

ため、さいたま市ＰＦＩ検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ ＰＦＩ導入候補事業の選定 

 ⑵ 事業実施所管の実施する、ＰＦＩ手法等導入に関する検討結果についての審査 

 ⑶ その他、ＰＦＩ推進施策の検討・支援 

 （構成） 

第３条 委員会は、学識経験を有する者（以下「外部委員」という。）及びさいたま

市職員（以下「内部委員」という。）をもって構成する。 

２ 外部委員は、５名以内とし、ＰＦＩ事業の実施等に必要な専門知識を有する者の

中から選任する。 

３ 内部委員は、政策局、総務局、財政局及び建設局の次長職以上にある者をもって

充てる。 

 （任期） 

第４条 外部委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 外部委員は、再任することができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、必要に応じ随時開催する。 

２ 委員会は、委員長が招集する。 



３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができ

る。 

 （委員の排斥） 

第７条 外部委員は、本市が発注するＰＦＩ事業に関する民間事業者の業務に携わる

ことができない。 

 （守秘義務） 

第８条 外部委員は、第２条の所掌事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らして

はならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

 （事務局） 

第９条 委員会の庶務は、総務局改革推進室において処理する。 

 （雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員

長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年９月２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 


